
東広島市市民文化センター使用料
アザレアホール （単位 ： 円）

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日
8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00 8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00

6,600 8,800 11,000 13,100 16,800 22,400 7,900 10,500 13,100 15,700 20,100 26,900

営利目的の使用 9,900 13,200 16,500 19,650 25,200 33,600 11,850 15,750 19,650 23,550 30,150 40,350

時間超過料金
営利目的時間超過料金

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日
8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00 8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00

9,900 13,200 16,400 19,600 25,100 33,600 11,900 15,800 19,700 23,500 30,200 40,300

営利目的の使用 14,850 19,800 24,600 29,400 37,650 50,400 17,850 23,700 29,550 35,250 45,300 60,450

時間超過料金
営利目的時間超過料金

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 一日
8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00 8：30～12：00 12：00～17：00 17：00～22：00 8：30～17：00 12：00～22：00 8：30～22：00

1,300 1,800 2,200 2,600 3,300 4,500 1,600 2,100 2,600 3,100 4,000 5,400

営利目的の使用 1,950 2,700 3,300 3,900 4,950 6,750 2,400 3,150 3,900 4,650 6,000 8,100

時間超過料金
営利目的時間超過料金

ホール以外の施設
諸 室 名

研 修 室 1,2 880 　※市外居住者等が使用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算します。(ホールを除く)
研 修 室 3 660 　※営利目的で使用する場合は、使用料の5割に相当する額を加算します。
日 本 間 440 　※冷房を使用する場合、使用料の額の3割に相当する額を加算します。

展示コーナー 880 　※暖房を使用する場合、使用料の額の2割に相当する額を加算します。
楽 屋 1,2 440 　※ホール使用に伴う楽屋の使用には冷暖房費、営利目的の追加料金はありません。

※１ この表において「平日」とは1月5日から１２月２７日までの日（日曜日、土曜日及び休日を除く。）をいいます。
　2 この表において「入場料等」とは入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいいます。
　3 この表において「超過時間」とは、使用許可に係る時間を延長し、又は繰り上げて使用する時間をいう。ただし8時３０分より前と22時以降の延長はありません。

   4 使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含みます。

1時間当たりの使用料

使　用　料

1時間までごとに520円 1時間までごとに620円
1時間までごとに780円 1時間までごとに930円

1時間までごとに4,000円 1時間までごとに4,700円
1時間までごとに6,000円 1時間までごとに7,050円

舞台のみを使用する場合
　平　　　　　　　　　日 土・日曜日又は休日

1時間までごとに3,900円 1時間までごとに4,800円

入場料等を徴収する場合
　平　　　　　　　　　日 土・日曜日又は休日

使　用　料

入場料等を徴収しない場合
　平　　　　　　　　　日 土・日曜日又は休日

使　用　料

1時間までごとに2,600円 1時間までごとに3,200円


